


 
国分寺駅北口地区地区計画（再開発東街区・西街区） 地区整備計画の内容 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区施設に関する事項 地区計画区域内の 

建築行為等に関しては 

届出が必要です 

再開発東街区・西街区の地区整備計画の内容は以下の通りです。（詳細は，縦覧図書をご覧ください。） 

●区画道路１号（幅員９ｍ） ●歩行者通路１号（幅員４ｍ） 

●区画道路１号支線（幅員９ｍ） ●歩行者通路２号（幅員４ｍ） 

●区画道路２号（幅員 12ｍ） ●歩行者通路３号（幅員４ｍ） 

●区画道路３号（幅員 7.5ｍ） ●歩行者通路４号（幅員４ｍ） 

●歩行者通路５号（幅員４ｍ） 

●地区内通路１号(幅員 4～６ｍ）●歩行者通路６号（幅員４ｍ） 

●地区内通路２号（幅員６ｍ）  ●歩行者通路７号（幅員 2.5ｍ） 

 ●歩行者通路８号(幅員 2.5～４ｍ)

  

届出が必要な主な行為 

・土地の区画形質の変更 

・建築物の建築又は工作物の 

建設 

・建築物等の意匠形態の変更 

など 

★詳しくは次頁をご覧ください。 

都市計画決定告示日 平成 27 年 3 月５日  都市計画変更告示日 平成 28 年８月 23 日 

告示番号 国分寺市告示第 100 号 告示番号 国分寺市告示第 399 号 

建築物等に関する事項 

 

500 ㎡ 

ただし，公衆便所，巡査派出所その他これらに類する建

築物で，公益上必要なものについては，この限りではない。 

建築物の敷地面積の最低限度 
 

●風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律のう

ち以下に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築

物は建築してはならない。 

・第２条第６項 各号 

 

 

再開発東街区 再開発西街区 

10 分の５ 10 分の６ 

ただし，建築物の建築面積の最高限度に係る部分につ

いては，建築基準法第 53 条第 5 項第１号に該当する建

築物にあっては，10 分の 2 を加えた数値とする。 

 

建築物等の用途の制限 

 

建築物の建ぺい率の最高限度 
 

 

●建築物の外壁又はこれに代わる柱の色彩 

⇒原色を避け，街並み形成に配慮するなど周辺環境と調

和したものとする。 

●屋外広告物 

⇒建築物と一体のもの，また歩行者空間と調和のとれた

ものなどとし，設置位置，形態，規模，意匠などにつ

いて良好な都市景観の形成に寄与するものとする。 

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 

 

 

 

建築物の外壁又はこれに代わる柱は，計画図に示す壁面線を超えて建築してはならない。ただし，次の各号のいずれかに 

該当する建築物はこの限りではない。 

(1) 道路に接続する公共公益上必要とされる歩行者通路のデッキ部分 

(2) 歩行者通路上に設けられた歩行者の安全性を確保するために必要な上屋，庇の部分，落下防止柵等 

(3) 道路に接続する公共公益上必要な階段，エレベーター，エスカレーター，これらに付属する上屋等 

(4) 地下自動車駐車場・自転車駐車場の出入口部分，落下防止のための庇等 

壁面の位置の制限 

 

計画図（壁面線） 



 


